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【表紙】  

【公表書類】 発行者情報 

【公表日】 2025 年 12 月 25 日 

【発行者の名称】 株式会社サポート 

（SUPPORT Co., Ltd.） 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 敦司 

【本店の所在の場所】 東京都台東区台東四丁目 24 番８号 

【電話番号】 03−3831−3981 

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 横川 昇 

【担当 J-Adviser の名称】 株式会社日本Ｍ＆Ａセンター 

【担当 J-Adviser の代表者の役職氏名】 代表取締役社長 竹内 直樹 

【担当 J-Adviser の本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 

【担当 J-Adviser の財務状況が 

公表されるウェブサイトのアドレス】 

 

https://www.nihon-ma.co.jp/ir/ 

【電話番号】 03-5220-5454 

【取引所金融商品市場等に関する事項】 東京証券取引所 TOKYO PRO Market 

なお、振替機関の名称及び住所は下記のとおりです。 

名称：株式会社証券保管振替機構 

住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号 

 

【公表されるホームページのアドレス】 株式会社サポート 

https://support-corp.jp/ 

株式会社東京証券取引所 

https//www.jpx.co.jp/ 
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【投資者に対する注意事項】 

１ TOKYO PRO Market は、特定投資家等を対象とした市場であり、その上場会社は、高い投資リスクを含んでいる

場合があります。投資者は、TOKYO PRO Market の上場会社に適用される上場適格性要件及び適時開示基準並びに

市場価格の変動に関するリスクに留意し、自らの責任で投資を行う必要があります。また、投資者は、発行者情

報により公表された情報を慎重に検討した上で投資判断を行う必要があります。特に、第一部 第３ ４【事業

等のリスク】において公表された情報を慎重に検討する必要があります。 

 

２ 発行者情報を公表した発行者のその公表の時における役員（金融商品取引法（以下「法」という。）第 21 条

第１項第１号に規定する役員（取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者）をいう。）

は、発行者情報のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じ

させないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていたときは、法第 27 条の 34 において準用する法第 22

条の規定に基づき、当該有価証券を取得した者に対し、情報が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害

を賠償する責任を負います。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際に、情報が虚偽であ

り、又は欠けていることを知っていたときは、この限りではありません。また、当該役員は、情報が虚偽であり

又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったことを証明し

たときは、上記賠償責任を負いません。 

 

３ TOKYO PRO Market における取引所規則の枠組みは、基本的な部分において日本の一般的な取引所金融商品市場

に適用される取引所規則の枠組みと異なっています。すなわち、TOKYO PRO Market においては、J-Adviser が重要

な役割を担います。TOKYO PRO Market の上場会社は、特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例（以下

「特例」という。）に従って、各上場会社のために行動する J-Adviser を選任する必要があります。J-Adviser の

役割には、上場適格性要件に関する助言及び指導、並びに上場申請手続のマネジメントが含まれます。これらの

点について、投資者は、東京証券取引所のホームページ等に掲げられる TOKYO PRO Market に係る諸規則に留意す

る必要があります。 

 

４ 東京証券取引所は、発行者情報の内容（発行者情報に虚偽の情報があるか否か、又は公表すべき事項若しくは

誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているか否かという点を含みますが、これらに

限られません。）について、何らの表明又は保証等をしておらず、前記賠償責任その他の一切の責任を負いませ

ん。 
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第一部 【企業情報】 

第１ 【本国における法制等の概要】 

該当事項はありません。 

 

 

第２ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 
  連結経営指標等 

回次 第 32 期 

決算年月 2025 年９月 

売上高 (千円) 1,759,600 

経常利益 (千円) 314,477 

親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) 214,150 

包括利益 (千円) 214,150 

純資産額 (千円) 882,740 

総資産額 (千円) 2,379,712 

１株当たり純資産額 (円) 479.75 

１株当たり配当額 

（うち１株当たり中間配当額） 
(円) 

－ 

（－） 

１株当たり当期純利益 (円) 116.39 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
(円) － 

自己資本比率 (％) 37.1 

自己資本利益率 (％) 24.3 

株価収益率 (倍) 3.28 

配当性向 (％) － 

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) △292,857 

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △25,406 

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) 480,865 

現金及び現金同等物の期末残高 (千円) 299,121 

従業員数 

〔外、平均臨時雇用人員〕 
(名) 

70 

〔11〕 

(注) １．当社グループは、第 32 期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載して

おりません。 

２．１株当たり配当額及び配当性向については、配当を行っていないため記載しておりません 。 

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

４．従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を〔 〕外数で記載しております。 
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２ 【沿革】 
 バブル経済崩壊後の 1994 年当時、区画整理事業を取り巻く環境は、事業費の財源となる保留地もつくれば売れる

時代から、値下げをしても売れないといった冬の時代を迎え、事業の進捗もままならない区画整理組合が続出してお

りました。このような社会的背景を新しい視点で解決すべく、当社は 1994 年２月に土地区画整理事業を主としたコ

ンサルタント会社として埼玉県春日部市にて創業いたしました。以降、関東地方で事業基盤を確立した後、関東以西

の市場を広げ、現在に至っております。 

 

主な沿革は以下のとおりです。 

年 月 沿 革 

1994 年２月 株式会社サポート(資本金 10,000 千円)を埼玉県春日部市にて設立 

1994 年６月 宅地建物取引業免許取得 

1996 年９月 本社を東京都千代田区神田西福田町に移転 

2002 年８月 本社を東京都中央区日本橋大伝馬町に移転 

2007 年９月 本社を東京都千代田区外神田に移転 

2009 年４月 一級建築士事務所登録 

2010 年２月 本社を東京都台東区台東に移転 

2010 年７月 建設コンサルタント業登録 

2010 年７月 測量業登録 

2011 年４月 
不動産の共同利用のための各種取引の契約代行及び不動産取引に関わる決済代行を目的とした

子会社 株式会社共同利用支援センター設立 

2012 年６月 資本金を 30,000 千円に増資 

2014 年４月 下水道管理システム開発を目的とした子会社 株式会社ダンデライオン設立 

2014 年 11 月 神奈川県厚木市田村町に神奈川営業所を開設 

2015 年 12 月 埼玉県和光市丸山台に和光営業所を開設 

2022 年６月 大阪府大阪市淀川区木川東に大阪営業所を開設 

2022 年 11 月 子会社 株式会社ダンデライオン清算結了 

2024 年７月 株式会社東京証券取引所 TOKYO PRO Market に上場 

2024 年 11 月 神奈川県横浜市港北区に神奈川営業所を移転 

2024 年 12 月 沖縄県那覇市に沖縄営業所を開設 

2025 年６月 富士エンジニアリング株式会社の全株式を取得し、100％子会社化 

2025 年６月 本社を東京都台東区台東(現本社所在地)に移転 
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３ 【事業の内容】 
当社グループは、土地区画整理事業をはじめとした開発事業とそれに関連する法令、不動産取引、税制など、まち

づくりに関する幅広い知見を有するスタッフを擁する建設コンサルタントです。『想いを結び 明日へつなぐ まちづ

くり』を経営理念として掲げ『すべては地権者のために』との合い言葉のもと、土地区画整理事業、市街地再開発事

業、開発行為を中心に、まちづくりのコンサルタントとして、行政や企業との協議調整、調査・計画・測量・設計の

業務、地権者への説明・助言・支援、並びに事務局運営等のサービス提供を主として事業展開しております。 

当社グループは上記のサービスを行政やまちづくり組織並びにゼネコンやデベロッパー等の事業パートナーから受

注し、一般の建設コンサルタントが行う範囲にとどまらず、弁護士や司法書士、税理士等の専門家及び専門技術を有

する協力会社と連携することにより、まちづくりへ貢献しております。 

コンサルタントとしての開発事業への包括的なサービスの提供が主となりますが、調査・計画・測量・設計の業務

に関しては、開発事業で培ったノウハウを活かし、業務単体としてのサービスの提供も行っています。 

なお、当社は、建設コンサルタント事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりませんが、

開発事業の基本的な流れ及びサービス内容は以下となっております。 

 

（１） 各種調査 

まちづくり基本調査や区画整理事業調査などの開発計画を立案するために必要な現況調査、開発区域内の土地

や建物に関する権利を把握するための権利調査、土壌汚染の可能性の有無を把握するために土地の利用歴を調査

する地歴調査等の調査を行います。また、開発の規模に応じて環境アセスメント調査を行う場合もあります。 

（２） 都市計画及び事業計画の立案 

都市計画の立案におきましては、都市計画区域マスタープラン、都市再開発方針等の上位計画を踏まえ、区域

区分＊1、用途地域＊2、地区計画＊3 などの手続き及び資料作成を行います。 

また、事業計画の立案におきましては、開発において整備するインフラ（道路、公園、調整池等）の位置や形

状を検討し、事業の基礎となる土地利用計画図を作成すると共に事業の収支やスケジュールを定めた事業計画の

立案を行います。 

（３） 測量業務 

開発事業の設計に必要な骨格測量と調査測量、事業後の権利を定める為の確定測量、工事施工にあたり必要な

工事設計の基準を示す路線測量、整備されたインフラの形状を確認するための出来形確認測量を行います。 

（４） 設計業務 

土木設計と換地設計＊4 の分野に別れ、土木設計におきましては、開発事業において整備するインフラ（道

路、公園、調整池等）の基本的な位置、形状、構造などを定め、開発区域内の土地利用の構成や工事費の概算な

ど、事業の全体像を把握するための基本設計と、基本設計で設計したインフラや土地の造成などの工事の施工に

必要な実施設計を行います。換地設計におきましては、区画整理事業特有の手法である換地＊5 に関する設計と

なり、事業前の土地の評価に基づき事業後の換地（土地）の位置、形状を設計します。 

（５） 行政等の関係機関協議・調整 

各行政機関及び民間企業と、事業に関する協議及び調整を行います。行政機関の協議先は、主に市町村の都市

計画、道路、公園、上水道、下水道、農業政策等を監督する部署となり、事業の許認可に係る手続きについて協

議をします。デベロッパーや不動産企業、物流企業やメーカーなど開発後の土地購入者及び工事を行うゼネコン

等の民間企業とは、事業の収支及び運営について協議を行います。 

（６） 地権者の意向調査及び合意形成 

開発事業に関係する地権者への説明会、相談会、個別訪問等を行うことで、関係する権利者の皆様が事業に理

解、賛同いただけるよう努めております。特に個別訪問には力を注いでおり、一人一人の地権者のご意見を伺い

ながら、それぞれの権利者様の状況に応じた対応を行い、必要な場合は税理士や弁護士、司法書士と協力し、地

権者が抱える課題等を解決しながら合意形成を進めております。 

（７） 事務局運営 

必要に応じて、主に区画整理事業の認可後において事業（工事）が円滑に進むよう、事業地内又は事業地近隣

に事務局を設け、地権者からの問い合わせや要望への応対、行政や民間企業との協議調整を行います。 

（８） 不動産取引 

開発事業に伴う地権者と民間企業との不動産の売買や賃貸の仲介を主とした不動産取引全般を行います。 

 

 

＊1 区域区分 

都市計画法では、「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けて定めることもできます。「市街化区域」とは、既に市

街地を形成しているところと、おおむね 10 年以内に優先的に市街化を進めるべきところです。「市街化調整区域」

は、市街化を抑制すべきところです。この市街化区域と市街化調整区域に分けることを「区域区分」または「線引き」

といいます。 

＊2 用途地域 

都市計画では環境保全や利便の増進のために都市を住居系、商業系、工業系の３つに区分し、さらに 13 種類のエリア

に分け、これらを「用途地域」として定めています。 

用途区域が指定されるとそれぞれの目的に応じて、建てられる建物の種類が決められます。 
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＊3 地区計画 

地区計画は、既存の他の都市計画を前提に、ある一定のまとまりを持った「地区」を対象に、その地区の実情に合った

よりきめ細かい規制を行う制度です。区域の指定された用途地域の規制を、強化、緩和することができ、各街区の整備

及び保全を図ります。 

＊4 換地設計 

換地設計とは、事業地内の全ての換地の位置、面積及び形状を定めることをいいます。 

＊5 換地 

土地区画整理事業では、道路等のインフラの整備をすると同時に、土地の利用増進を図るため土地の再配置を行いま

す。この再配置にあたり、従前の土地（従前地）に対して新しく置き換えられた土地を換地といいます。 

 

 

 

 

 事業のおおよその流れは次のとおりであります。 
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 事業の系統図は、次のとおりであります。 

 

選定補助

  仲介

   業務代行契約

   土地売買契約

   土地賃貸契約  等

ゼネコン

デベロッパー

地権者

連携

事業パートナー

まちづくり組織

士業

弁護士

司法書士

税理士

土地家屋調査士

不動産鑑定士 等

富士エンジニアリング

株式会社

（連結子会社）

株式会社

共同利用支援センター

（連結子会社）

一部委託

委託

委託

委託協力 成果

成果

成果

成果

一部委託

成果

契約代行

決済代行

契約代行

決済代行

協力会社

計画

調査

測量

土木設計

換地設計

株式会社サポート

（当社）

行政
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４ 【関係会社の状況】 
 当連結会計年度において、これまで非連結子会社であった株式会社共同利用支援センターについて、その財務上の重要

性が増したことに伴い、当期末より連結の範囲に含めております。また、富士エンジニアリング株式会社が新たに当社の

子会社となり、当期末より連結の範囲に含めております。 

名称 住所 
資本金 

（千円） 
主要な事業の内容 

議決権の所有割合 

（又は被所有割合） 
関係内容 

（連結子会社） 

株式会社共同利用

支援センター 

 

東京都台東区 1,000 

建設コンサルタント

事業（不動産の共同

利用のための各種取

引の契約及び決済代

行業務） 

100.0% 
業務委託 

役員の兼任 

（連結子会社） 

富士エンジニアリ

ング株式会社 

（注）２ 

愛知県名古屋市 

千種区 
60,000 

 

建設コンサルタント

事業（土木設計・測

量業務等） 

100.0% 
業務委託 

役員の兼任 

(注) １．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。 

２．特定子会社に該当しております。 

 

 

５ 【従業員の状況】 
（１）連結会社の状況 

2025 年９月 30 日現在 

従業員数（名） 70〔11〕 

（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマーを含み、派遣社員を除く。）は、年間の平均

人員を〔 〕外数で記載しております。 

２．当社グループは建設コンサルタント事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略してお

ります。 

 

（２）発行者の状況 

2025 年９月 30 日現在 

従業員数名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円) 

50〔８〕 42.4 3.0 5,300 

（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマーを含み、派遣社員を除く。）は、年間の平均

人員を〔 〕外数で記載しております。 

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

３．当社グループは建設コンサルタント事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略してお

ります。 

 

（３）労働組合の状況 

当社グループにおいて労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満であり、特記すべき事項はありませ

ん。 
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第３ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 
 

（１）業績 
 当連結会計年度において、当社の主たるサービスである土地区画整理事業を取り巻く環境は、物流倉庫やデータセンタ

ーなどの旺盛な建設需要を背景に、大規模な事業用地の需要が引き続き堅調であるため、事業機会は増加傾向にありま

す。しかしながら、一部の業務においては、当初の工期が当連結会計年度末以降に延伸する結果となりました。その主な

要因といたしましては、都市計画の変更が伴う行政手続の遅延、2024 年に発生した能登半島地震の影響により技術者の確

保に苦慮したことが挙げられます。これらの要因により、当連結会計年度の業績は、当初計画を下回る結果となりまし

た。また、販売費及び一般管理費につきましては、当社本店移転に伴う一過性の諸費用の発生に加え、将来の事業拡大に

備えた人員採用に係る費用を中心に概ね計画どおりの水準で推移いたしました。 

 これらの結果、当連結会計年度の売上高は 1,759,600 千円、営業利益は 319,796 千円、経常利益は 314,477 千円、親会

社株主に帰属する当期純利益は 214,150 千円となりました。 

 なお、当社グループは建設コンサルタント事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を行っておりませ

ん。 

 
（２）キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）の残高は 299,121 千円となりました。各

キャッシュ・フローの状況と主な要因は以下のとおりです。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は 292,857 千円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益 311,310 千円、契約負

債の増加 150,586 千円、仕入債務の増加 73,205 千円があった一方で、売上債権の増加 399,825 千円、未成業務支出金の増

加 34,976 千円、販売用不動産の増加 151,555 千円、前渡金の増加 171,867 千円、法人税等の支払額 80,017 千円があった

ことなどによるものです。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は 25,406 千円となりました。主な内訳は定期預金の純減額 38,996 千円、連結の範囲の変

更を伴う子会社株式の取得による収入 33,237 千円、投資有価証券の取得による支出 11,733 千円、有形固定資産の取得に

よる支出 40,481 千円、敷金・保証金の差入による支出 36,870 千円等であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果獲得した資金は 480,865 千円となりました。主な内訳は長期借入れによる収入 533,000 千円、長期借入

金の返済による支出 173,816 千円、短期借入金の純増額 123,400 千円等であります。 
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２ 【生産、受注及び販売の状況】 
 

（１）受注実績 

当連結会計年度における受注実績を示すと、次のとおりであります。 

セグメントの名称 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％) 

建設コンサルタント事業 3,378,440 － 2,597,241 － 

合計 3,378,440 － 2,597,241 － 

（注）１．当社グループは、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度との比較分析は行っ

ておりません。 

２．金額は、販売価格によっております。 

 

（２）販売実績 

当連結会計年度における販売実績を示すと、次のとおりであります。 

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％) 

建設コンサルタント事業 1,759,600 － 

合計 1,759,600 － 

（注）１．当社グループは、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度との比較分析は行っ

ておりません。 

２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

相手先 

当連結会計年度 

(自 2024 年 10 月１日 

 至 2025 年９月 30 日) 

販売高(千円) 割合（％） 

戸田建設(株) 588,963 36.5 

大和ハウス工業(株) 296,330 18.3 
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３ 【対処すべき課題】 
 

中長期的な会社の経営戦略の実現を果たすため、当社は下記の課題に取り組んでまいります。 

 

（１）人材の確保及び育成について 

    当社では人材が重要な経営資源と考えており、優秀な人材の確保を目的として、前事業年度より引き続き、採用

コンサルティング会社に、効果的な採用スキームの確立と採用に特化した自社ブランディングを委託し、採用力の

強化に取り組んでおります。 

また、人材育成については OJT だけでは無く、目標管理制度の目標に定期的な社内研修の実施を盛り込むことで

自主性を持った人材育成にも務めております。 

さらに、今後の新規事業の展開や海外市場への進出も視野に入れ、外国人人材の確保・育成にも取り組む方針で

す。多様な視点や価値観を組織に取り入れることで、事業基盤の強化と企業価値向上を図ってまいります。 

 

（２）社外生産ネットワークの構築 

    人材は重要な経営資源ではありつつも、過剰な雇用は固定費の上昇に繋がり市場の変化への対応力が低下する恐

れがあります。一方、生産力の不足は機会損失に繋がります。このような景気変動リスクを低減するため、技術力

の高い協力会社を発掘し、社外生産のネットワークを早期に構築してまいります。 

 

（３）事業及び業務スケジュールと品質の管理について 

    現在、スケジュールと品質に関しては、３つの直接部門（事業企画部・事業計画部・事業推進部）がそれぞれ、

事業スケジュール、業務スケジュール、成果品の品質、業務の受託価格を確認する牽制体制を構築しております

が、この牽制体制を強化し、より緻密な事業及び業務スケジュールと品質の管理を行ってまいります。 

 

（４）事業規模の拡大と収益源の多様化 

    これまでも関東以外でいくつか土地区画整理事業に携わって参りましたが、今後はより積極的に関東圏外での活

動を活発化させ、関東に偏っていた売上の平準化に取り組む必要があると考えております。 

また、当社が携わる土地区画整理事業に関連した不動産の取得や土地区画整理事業のノウハウが生かせる再開発

事業へ取り組むことで、収益源の多様化を図る必要があるとも考えております。 

 

（５）新たなまちづくりへの取組み 

    これからのまちづくりでは、単にインフラを整備して不動産価値を向上させるだけではなく、その後の持続可能

性（サステナビリティ）を踏まえたまちづくりが求められます。そのため当社では、カーボンニュートラル、GX

（グリーントランスフォーメーション）、レジリエンス（回復力）といったキーワードに代表される新たな視点を

取り入れたまちづくりに取り組んで参ります。 
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４ 【事業等のリスク】 
本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事

項には、以下のようなものがあります。 

また、必ずしもリスク要因には該当しない事項につきましても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項

については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。 

なお、文中の将来に関する事項は本書公表日現在において当社が判断したものであり、将来において発生の可能性が

あるすべてのリスクを網羅するものではありません。 

 
（１）成果品のチェック体制と契約不適合責任及び賠償について  
調査報告書、設計図書、測量データ等の成果品のミス・エラー等による契約不適合の発生の防止のための社内牽制体

制、チェック体制の整備のみならず、発注者と受注者との業務のスコープ・成果物の内容が乖離することから発生する
齟齬が発生しないよう、業務開始前の仕様書の相互確認及び綿密かつ堅実な業務実施計画書の作成と確実な実行に万全
を期すよう社内喚起に努めております。  
しかしながら、現状での建設コンサルタント業における契約不適合責任の範囲は、損害賠償の限度が定められていな

いことが多い為、契約不適合などを理由に生じた損害賠償が業務の対価を大幅に超えるようなことになった場合、業績
に多大な影響を及ぼす可能性があります。 
  
（２）編入型土地区画整理事業のリスクについて  
受注額の大部分を市街化調整区域において土地区画整理事業の実施を担保に市街化区域に編入する市街化区域編入型

土地区画整理事業による開発に関するコンサル業務が占めております。 
一方で市街化調整区域等に存する農地は農業生産にとって最も基礎的な資源であり、優良な農地は良好な状態で維

持・保全し、かつ有効利用を図ることが重要であるため、開発による農地の都市的土地利用の転用には、慎重な判断と
様々な手続きが必要となります。 
このため市街化区域編入型土地区画整理事業については、このような地政学的リスクが伴い、計画的な事業の立ち上

げが困難となる場合があります。 
 
（３）資材価格・人件費等の高騰に関するリスク  
当社が計画に携わる土地区画整理事業は、プロジェクトの収支がバランスすることが大前提となっています。為替市

場の変動、地政学的リスクの影響、建設に携わる労働者不足により、原材料や資材価格、エネルギー価格や労務費の高
騰に歯止めがかかっていない状況が続いており、さらに、働き方改革関連法案の施行に伴う労務費及び物流費の上昇リ
スクがあります。これらの価格高騰分を保留地処分価格に転嫁できない場合は、合意形成の停滞やプロジェクトの成立
性に悪影響を及ぼす可能性があります。米国による関税強化の影響によるサプライチェーンの崩壊、世界的な保護貿易
への移行による原材料・資材の逼迫と価格の上昇リスクが考えられ、これらのリスクが顕在化した場合にも、プロジェ
クトの停滞を招き、業績等に悪影響を及ぼすリスクが一層高まる傾向にあります。  
原材料・資材価格等が高騰するリスクに対しては、プロジェクトの事業期間の短縮、工事業者への一括発注によるス

ケールメリットを活かしたコストダウンと仕様の見直し、設計の前倒しによる施工に係る手配数量の早期提示等を行
い、取引先の経費を抑えるなど、複数の施策を実施することでコスト上昇の抑制に努めます。  
 
（４）季節変動について  
測量、調査、設計などの業務におきましては、最終成果物を納品した時点で収益を認識しますが、契約期間の途中に

おいて出来高による支払いが定められている場合には、出来高検査が完了した時点で収益を認識しております。出来高
検査の時期につきましては、民間企業の中間決算期や決算期、行政の年度末にあたる３月、９月となるのが通例となっ
ています。 
このため、当社の売上高は３月、９月に多く計上される傾向（３月：15％程度 ９月：78％程度）にあります。  
以上の理由により、売掛金につきましても３月、９月に他の月と比較して多額の金額が計上される傾向にあります。

さらに、当社においては、９月期の売上が３月期に比べ過多となっています。このため、繁忙期での生産の集中を極力
さけ、作業の前倒し等による平準化による効率的な生産を行うことに努めます。 
売掛金の相手先は主に行政やまちづくり組織、上場企業となっており、安定的な発注者が大部分を占め、過去に貸し

倒れが発生した事実はありませんが、万が一、多額の貸し倒れが発生した場合には、業績に多大な影響を及ぼす可能性
があります。このようなリスクを踏まえ、事業規模の拡大と事業領域の多様化を図ることで、多額の貸し倒れが発生し
た場合の影響の希薄化に務めます。 
  
（５）自然災害について  
当社の社員及び機能は、ほぼ全て関東に集中しております。その為、関東で大規模な地震等の自然災害があった場

合、業務不能又は、業務能力の低下が発生する結果、売上の減少や新たな契約が不可能になるなど、業績に多大な影響
を及ぼす可能性があります。このようなリスクを踏まえ、事業規模の拡大と事業領域の多様化を図り、中部地方や関西
地方で本社機能と対をなす拠点を設けることにより、自然災害発生時にも事業を継続できるよう努めます。 
  
（６）人材の確保について  
当社の成長は、優秀な技術者や多くのノウハウを持った経験者によって支えられており、今後も顧客からの信頼に基

づいた高い競争力を維持していく上でこれらの人材確保はますます重要になっております。また、技術面のみならず、
当社のさらなる成長の為には、営業企画や経営企画面での優秀な人材確保も一層重要となっております。  
現在、採用体制を強化すべく専門コンサルタントに委託し、新たな採用体制の構築に取り組んでおりますが、こうし

た人材への需要は多く、企業間における人材の獲得競争は激しいものとなっており、人材の確保及び新規雇用が困難な
場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。  
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（７）新事業への取組について  
当社では、収益基盤の拡大のために、土地区画整理事業以外の新規事業への取組を進めていく方針ですが、安定的な

収益確保までの期間の長期化や市場環境の変化等により投資に対して十分な回収を行うことができなかった場合には、
当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
  
（８）法的規制について  
当社は、業務に関連する都市計画法、土地区画整理法、宅地建物取引業法等、また事業活動に関連する独占禁止法、

下請法、個人情報保護法等の様々な法規制の適用を受けております。これらの法規制を遵守するためリスク・コンプラ
イアンス規程を定めて厳格な運用に努めております。しかしながら、万が一これらの法規制を遵守できなかった場合に
は、社会的な信用や業績に影響を及ぼす可能性があります。  
また、当社は主務官庁から建設コンサルタント登録や宅地建物取引業登録をはじめとして、複数の登録等を受けて業

務をおこなっていることから、登録等の根拠となる各法令等を遵守し、登録等の更新に支障が出ないよう、役職員の教
育等に努めてまいります。  
しかしながら、役員が罰金以上の刑に処されること、その他何らかの理由により登録等の取り消しや更新ができない

状態が発生した場合及び関連法規の改廃や新たな法規制が設けられる場合には、当社の事業展開及び業績に多大な影響
を与える可能性があります。 
  
（９）情報管理について  
当社の主たるサービスである土地区画整理事業に関する業務は、その大半において地権者の氏名、住所、所有不動産

情報等の個人情報を取り扱います。当社では、これらの情報の外部への不正な流出、漏洩を防止するために、データベ
ースへのアクセス環境、セキュリティシステムの継続的な改善等により、情報管理体制を強化するとともに情報管理の
徹底を図っております。 

また、プライバシーマークの取得をめざしており、情報セキュリティ管理規程や個人情報管理規程を定めて情報の取
扱には十分に注意を払っておりますが、万が一、不測の事態により当社が保有する機密情報や個人情報等が外部に流
出、漏洩した場合等には、賠償責任を課せられるリスクや当社の社会的信用を毀損するリスク等があり、当社の経営成
績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 
 

（10）担当 J-Adviser との契約の解除に関するリスクについて 

当社は、株式会社東京証券取引所が運営を行っております証券市場 TOKYO PRO Market に上場しております。 

当社は、本書公表日現在において、株式会社日本Ｍ＆Ａセンターとの間で、担当 J-Adviser 契約（以下、「当該契

約」といいます。）を締結しております。当該契約は、TOKYO PRO Market における当社株式の新規上場及び上場維持の

前提となる契約であり、当該契約を解除し、かつ、他の担当 J-Adviser を確保できない場合、当社株式は TOKYO PRO 

Market から上場廃止となります。当該契約における契約解除に関する条項及び契約解除に係る事前催告に関する事項は

以下のとおりです。 

なお、本書公表日現在において、当該契約の解除条項に該当する事象は生じておりません。 

 

＜J-Adviser 契約解除に関する条項＞ 

当社（以下、「甲」という。）が次のいずれかに該当する場合には、株式会社日本Ｍ＆Ａセンター（以下、「乙」と

いう。）は J-Adviser 契約（以下、「本契約」という。）を即日無催告解除することができる。 

 

 甲が次のいずれかに該当する場合には、乙は本契約を即日無催告解除することができる。 

①  債務超過   

    甲がその事業年度の末日に債務超過の状態にある場合において、１年以内（審査対象事業年度の末日の翌日から

起算して１年を経過する日（当該１年を経過する日が甲の事業年度の末日に当たらないときは、当該１年を経過す

る日の後最初に到来する事業年度の末日）までの期間をいう。以下、本号において同じ。また「２年以内」も同

様。）に債務超過の状態を解消できなかったとき。ただし、甲が法律の規定に基づく再生手続、更生手続、産業競

争力強化法（以下「産競法」という。）に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生（当該手続が実施され

た場合における産競法に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。）又は私的整理に関するガ

イドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」（以下、「私的整理に関するガイドライン」とい

う。）に基づく整理を行うことにより、当該１年を経過した日から起算して１年以内に債務超過の状態を解消する

ことを計画している場合（乙が適当と認める場合に限る。）には、２年以内に債務超過の状態を解消できなかった

とき。 

    なお、乙が適当と認める場合に適合するかどうかの審査は、甲が審査対象事業年度に係る決算（上場会社が連結

財務諸表を作成すべき会社である場合には連結会計年度、連結財務諸表を作成すべき会社でない場合には事業年度

に係る決算とする。）の内容を開示するまでの間において、再建計画（本号ただし書に定める１年以内に債務超過

の状態を解消するための経営計画を含む。）を公表している場合を対象とし、甲が提出する当該再建計画並びに次

の（ａ）及び（ｂ）に定める書面に基づき行うものとする。  

（ａ）次のイからハまでに掲げる場合の区分に従い、当該イからハまでに定める書面 

イ 法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を行う場合 当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁

判所の認可を得ているものであることを証する書面  

ロ 産競法に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生（当該手続が実施された場合における産競法に

規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。）を行う場合 当該再建計画が、当該手続

にしたがって成立したものであることを証する書面  
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ハ 私的整理に関するガイドラインに基づく整理を行う場合 当該再建計画が、当該ガイドラインにしたがって

成立したものであることについて債権者が記載した書面 

（ｂ）上記（a）各号における再建計画の前提となった重要な事項等が、公認会計士等により検討されたものである

ことについて当該公認会計士等が記載した書面 

②  銀行取引の停止  

   甲が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実となった場合。 

③  破産手続、再生手続又は更生手続   

   甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合（甲が、法律

に規定する破産手続、再生手続又は更生手続の原因があることにより、破産手続、再生手続又は更生手続を必要

と判断した場合）又はこれに準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のａから

ｃまでに掲げる場合その他甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続又は更生手続を必要とするに至っ

た場合に準ずる状態になったと乙が認めた場合をいうものとし、当該ａからｃまでに掲げる場合には当該ａから

ｃまでに定める日に本号前段に該当するものとして取り扱う。  

ａ 甲が債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあるときなどで再建を目的としない法律に基づかない整理

を行う場合 甲から当該整理を行うことについての書面による報告を受けた日  

ｂ 甲が、債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあることなどにより事業活動の継続について困難である

旨又は断念する旨を取締役会等において決議又は決定した場合であって、事業の全部若しくは大部分の譲渡又

は解散について株主総会又は普通出資者総会に付議することの取締役会の決議を行った場合 甲から当該事業

の譲渡又は解散に関する取締役会の決議についての書面による報告を受けた日（事業の大部分の譲渡の場合に

は、当該事業の譲渡が事業の大部分の譲渡であると乙が認めた日）  

ｃ 甲が、財政状態の改善のために、債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受若しくは弁済に関する

合意を当該債権者又は第三者と行った場合（当該債務の免除の額又は債務の引受若しくは弁済の額が直前事業

年度の末日における債務の総額の 100 分の 10 に相当する額以上である場合に限る。） 甲から当該合意を行っ

たことについての書面による報告を受けた日  

④  前号に該当することとなった場合においても、甲が次のａからｃまでに該当する再建計画の開示を行った場合に

は、原則として本契約の解除は行わないものとする。  

ａ 次の（ａ）又は（ｂ）に定める場合に従い、当該（ａ）又は（ｂ）に定める事項に該当すること。  

（ａ）甲が法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合 当該再建計画が、再生計画又は

更生計画として裁判所の認可を得られる見込みがあるものであること。  

（ｂ）甲が前号ｃに規定する合意を行った場合 当該再建計画が、前号ｃに規定する債権者又は第三者の合意を得

ているものであること。  

ｂ 当該再建計画に次の（ａ）及び（ｂ）に掲げる事項が記載されていること。  

（ａ）TOKYO PRO Market に上場する有価証券の全部を消却するものでないこと。 

（ｂ）前ａの（ａ）に規定する見込みがある旨及びその理由又は同（ｂ）に規定する合意がなされていること及び

それを証する内容  

ｃ 当該再建計画に上場廃止の原因となる事項が記載されているなど公益又は投資者保護の観点から適当でないと

認められるものでないこと。 

⑤ 事業活動の停止   

 甲が事業活動を停止した場合（甲及びその連結子会社の事業活動が停止されたと乙が認めた場合）又はこれに準

ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のａからｃまでに掲げる場合その他甲が事

業活動を停止した場合に準ずる状態になった場合と乙が認めた場合をいうものとし、当該ａからｃまでに掲げる場

合には当該ａからｃまでに掲げる日に同号に該当するものとして取り扱う。  

ａ 甲が、合併により解散する場合のうち、合併に際して甲の株主に対してその株券等に代わる財産の全部又は一

部として次の（ａ）又は（ｂ）に該当する株券等を交付する場合は、原則として、合併がその効力を生ずる日

の３日前（休業日を除外する。）の日  

（ａ） TOKYO PRO Market の上場株券等  

（ｂ） 特例第 132 条の規定の適用を受け、速やかに TOKYO PRO Market に上場される見込みのある株券等  

ｂ 甲が、前ａに規定する合併以外の合併により解散する場合は、甲から当該合併に関する株主総会（普通出資者

総会を含む。）の決議についての書面による報告を受けた日（当該合併について株主総会の決議による承認を

要しない場合には、取締役会の決議（委員会設置会社にあっては、執行役の決定を含む。）についての書面に

よる報告を受けた日）  

ｃ 甲が、ａ及び前ｂに規定する事由以外の事由により解散する場合（本条第 3 号ｂの規定の適用を受ける場合を

除く。）は、甲から当該解散の原因となる事由が発生した旨の書面による報告を受けた日 

⑥ 不適当な合併等   

 甲が非上場会社の吸収合併又はこれに類するもの（ⅰ 非上場会社を完全子会社とする株式交換、ⅰの 2 非上

場会社を子会社とする株式交付、ⅱ 会社分割による非上場会社からの事業の承継、ⅲ 非上場会社からの事業の

譲受け、ⅳ 会社分割による他の者への事業の承継、ⅴ 他の者への事業の譲渡、ⅵ 非上場会社との業務上の提

携、ⅶ 第三者割当による株式若しくは優先出資の割当て、ⅷ その他非上場会社の吸収合併又はⅰからⅶまでと

同等の効果をもたらすと認められる行為）で定める行為（以下本号において「吸収合併等」という。）を行った場
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合に、甲が実質的な存続会社でないと乙が認めた場合 

⑦ 支配株主との取引の健全性の毀損   

 第三者割当により甲の支配株主（甲の親会社又は甲の議決権の過半数を直接若しくは間接に保有する者）が異動

した場合（当該割当により交付された募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動する見込みがある場合を含

む）において、支配株主との取引に関する健全性が著しく毀損されていると乙が認めるとき 

⑧ 発行者情報等の提出遅延   

 甲が提出の義務を有する特定証券情報、発行者情報又は有価証券報告書等につき、特例及び法令に定める期間内

に提出しなかった場合で、乙がその遅延理由が適切でないと判断した場合 

⑨ 虚偽記載又は不適正意見等   

  次のａ又はｂに該当する場合  

ａ 甲が開示書類等に虚偽記載を行い、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合  

ｂ 甲の財務諸表等に添付される監査報告書等において、公認会計士等によって、監査報告書については「不適正

意見」又は「意見の表明をしない」旨（天災地変等、上場会社の責めに帰すべからざる事由によるものである

場合を除く。）が記載され、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合 

⑩ 法令違反及び上場契約違反等   

  甲が重大な法令違反又は特例に関する重大な違反を行った場合 

⑪ 株式事務代行機関への委託   

 甲が株式事務を特例で定める株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託しないこととなることが

確実となった場合  

⑫ 株式の譲渡制限   

 甲が TOKYO PRO Market に上場する株式の譲渡につき制限を行うこととした場合 

⑬ 完全子会社化   

 甲が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合  

⑭ 指定振替機関における取扱い   

 甲が発行する株券が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合 

⑮ 株主の権利の不当な制限   

 甲が次のａからｇまでのいずれかに掲げる行為を行っている場合において、株主の権利内容及びその行使が不当

に制限されていると乙が認めた場合その他株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると乙が認めた場合

をいう。  

ａ 買収者以外の株主であることを行使又は割当ての条件とする新株予約権を株主割当て等の形で発行する買収防

衛策（以下「ライツプラン」という。）のうち、行使価額が株式の時価より著しく低い新株予約権を導入時点

の株主等に対し割り当てておくものの導入（実質的に買収防衛策の発動の時点の株主に割り当てるために、導

入時点において暫定的に特定の者に割り当てておく場合を除く。）  

ｂ ライツプランのうち、株主総会で取締役の過半数の交代が決議された場合においても、なお廃止又は不発動と

することができないものの導入  

ｃ 拒否権付種類株式のうち、取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について種類株主総会の決議を要する

旨の定めがなされたものの発行に係る決議又は決定（持株会社である甲の主要な事業を行っている子会社が拒

否権付種類株式又は取締役選任権付種類株式を甲以外の者を割当先として発行する場合において、当該種類株

式の発行が甲に対する買収の実現を困難にする方策であると乙が認めるときは、甲が重要な事項について種類

株主総会の決議を要する旨の定めがなされた拒否権付種類株式を発行するものとして取り扱う。）。  

ｄ TOKYO PRO Market に上場している株券について、株主総会において議決権を行使することができる事項のう

ち取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について制限のある種類の株式への変更に係る決議又は決定。 

ｅ TOKYO PRO Market に上場している株券より議決権の多い株式（取締役の選解任その他の重要な事項について

株主総会において一個の議決権を行使することができる数の株式に係る剰余金の配当請求権その他の経済的利

益を受ける権利の価額等が TOKYO PRO Market に上場している株券より低い株式をいう。）の発行に係る決議

又は決定。 

ｆ 議決権の比率が 300％を超える第三者割当に係る決議又は決定。 

ｇ 株主総会における議決権を失う株主が生じることとなる株式併合その他同等の効果をもたらす行為に係る決議

又は決定。 

⑯ 全部取得   

  甲が TOKYO PRO Market に上場している株券に係る株式の全部を取得する場合。 

⑰ 反社会的勢力の関与   

 甲が反社会的勢力の関与を受けている事実が判明した場合において、その実態が TOKYO PRO Market の市場に対

する株主及び投資者の信頼を著しく毀損したと乙が認めるとき。 

⑱ その他  

 前各号のほか、公益又は投資者保護のため、乙若しくは東証が上場廃止を適当と認めた場合。 

 

＜J-Adviser 契約解除に係る事前催告に関する事項＞ 

①  甲又は乙が、本契約に基づく義務の履行を怠り、又は 、その他本契約違反を犯した場合、その相手方は、１ヵ
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月間の期間を定めてその違反の是正又は義務の履行を書面で催告し、その催告期間内にその違反の是正又は義務の

履行がなされなかったときは本契約を解除することができる。 

②  前項の定めに関わらず、甲及び乙は、合意により本契約期間中いつでも本契約を解除することができる。また、

甲又は乙から相手方に対し、１ヵ月前に書面で通知することにより本契約を解除することができる。 

③  本契約を解除する場合、特段の事情のない限り、乙は予め本契約を解除する旨を株式会社東京証券取引所に通知

する。 

 

   このほか、株主総会の特別決議を経て、当社が東証へ「上場廃止申請書」を提出した場合にも上場廃止となりま

す。なお、本発行者情報公表日時点において、J-Adviser 契約の解約につながる可能性のある上記の事象は発生し

ておりません。 

 

 

５ 【重要な契約等】 
  該当事項はありません。 

   
 

６ 【研究開発活動】 
  該当事項はありません。 

 

 

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 
 文中の将来に関する事項は、本書公表日現在において当社が判断したものであります。 

また、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度末との比較分析は行っておりません。 

 

（１）重要な会計方針及び見積り 

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されてお

ります。この連結財務諸表の作成にあたって、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報

告金額及び開示に影響を与える見積りを必要としております。経営者は、これらの見積りについて、過去の実績等を

勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積りによる不確実性のため、これらの見積りと異なる場合が

あります。 

 

（２）財政状態の分析 

   （資産の部） 

当連結会計年度末における流動資産は 2,175,332 千円となりました。主な内訳は、現金及び預金が 356,166 千円、

売掛金 1,403,449 千円及び前渡金 171,867 千円等であります。固定資産は 204,379 千円となりました。主な内訳は、

建物及び構築物（純額）29,798 千円、投資その他の資産のその他に含まれる敷金 35,795 千円及び保険積立金 47,182

千円等であります。 

この結果、総資産は 2,379,712 千円となりました。 

 

（負債の部） 

 当連結会計年度末における流動負債は 1,041,449 千円となりました。主な内訳は、買掛金 255,628 千円、契約負債

154,949 千円及び 1 年内返済予定の長期借入金 278,230 千円等であります。固定負債は 455,523 千円となりました。

主な内訳は、長期借入金 443,306 千円等であります。 

この結果、総負債は 1,496,972 千円となりました。 

 

（純資産の部） 

 当連結会計年度末における純資産合計は 882,740 千円となりました。主な内訳は、利益剰余金 850,359 千円等であ

ります。 

 

（３）経営成績の分析 

「第３【事業の状況】１【業績等の概要】（１）業績」に記載のとおりであります。 

 

（４）経営成績に重要な影響を与える要因 

当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「４【事業等のリスク】」に記載のとおりで

あります。 

 

（５）キャッシュ・フローの状況の分析 

当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、「第３【事業の状況】１【業績等の概要】（２）キ

ャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。 
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第４ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 
 当連結会計年度における設備投資の総額は、59,043 千円であり、主に本社移転に伴う設備投資等によるものでありま

す。 

 また、当連結会計年度における設備の除却については、「第６【経理の状況】【注記事項】（連結損益計算書関

係）」に記載の通りであります。 

 なお、当社グループは建設コンサルタント事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しておりま

す。 

 

 

２ 【主要な設備の状況】 
当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。 

（１）発行者 

2025 年９月 30 日現在 

事業所名 

(所在地) 
設備の内容 

帳簿価額(千円) 
従業員数 

(名) 
建物 その他 合計 

本社 

（東京都台東区） 
本社設備 27,321 30,024 57,345 38 

(注)１．当社は建設コンサルタント事業の単一セグメントのため、セグメントの記載は省略しております。 

   ２．上記の他、主要な設備のうち他の者から賃借している設備は、下記のとおりであります。 
  事業所名 

（所在地） 
設備の内容 

年間賃借料 

（千円） 

本社（東京都台東区） 賃借建物 12,053 

 
（２）国内子会社 

   当連結会計年度において、株式会社共同利用支援センター及び富士エンジニアリング株式会社を連結子会社とした
ことにより、株式会社共同利用支援センター及び富士エンジニアリング株式会社の設備等が新たに当社グループとな
りましたが、対象となる主要な設備はございません。 

 

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】 
（１）重要な設備の新設等 

   該当事項はありません。 

 
（２）重要な設備の除却等 

   該当事項はありません。 
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第５ 【発行者の状況】 

１ 【株式等の状況】 
（１）【株式の総数等】 

 

記名・無記名の 

別、額面・無額 

面の別及び種類 

発行可能 

株式総数 

(株) 

未発行 

株式数 

(株) 

連結会計年度末 

現在発行数(株) 

(2025 年９月 30 日) 

公表日現在 

発行数(株) 

(2025 年 12 月 25 日) 

上場金融商品取 

引所名又は登録 

認可金融商品取 

引業協会名   

内容 

普通株式 8,000,000 6,000,000 2,000,000 2,000,000 
東京証券取引所

（TOKYO PRO 

Market） 

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式であ

り、単元株式数は 100

株であります。 

計 8,000,000 6,000,000 2,000,000 2,000,000 ― ― 

 
（２）【新株予約権等の状況】 

    該当事項はありません。 

 
（３）【MSCB 等の行使状況等】 

    該当事項はありません。 

 

（４）【ライツプランの内容】 

    該当事項はありません。 

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 

年月日 
発行済株式総数

増減数(株) 

発行済株式総数

残高(株) 

資本金増減額 

(千円) 

資本金残高 

(千円) 

資本準備金増減

額(千円) 

資本準備金残高 

(千円) 

2024 年４月３日 

（注） 
 1,999,800  2,000,000 ―  30,000 ―  ― 

(注) 2024 年３月 14 日開催の取締役会決議により、2024 年４月３日付で普通株式１株を 10,000 株に分割したことによる

ものであります。 
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（６）【所有者別状況】 

2025 年９月 30 日現在 

区分 

株式の状況(１単元の株式数 100 株) 

単元未満 

株式の状況 

(株) 
政府及び 

地方公共 

団体 

金融機関 
金融商品取

引業者 

その他の 

法人 

外国法人等 
個人 

その他 
計 

個人以外 個人 

株主数 

(人) 
― ― ― 2 ― ― 5 7 ― 

所有株式数 

(単元) 
― ― ― 500 ― ― 19,500 20,000 ― 

所有株式数 

の割合(％) 
― ― ― 2.5 ― ― 97.5 100 ― 

（注）自己株式 160,000 株は、「個人その他」に含まれております。 
 

 
（７）【大株主の状況】 

2025 年９月 30 日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

（株） 

株式総数に対する

所有株式数の割合

（％） 

鈴木 敦司 埼玉県北葛飾郡松伏町 1,490,000 81.0 

佐藤 清文 東京都昭島市 150,000 8.1 

朝倉 洋一 東京都練馬区 100,000 5.4 

鎌滝 裕司 神奈川県横浜市都筑区 50,000 2.7 

大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市 25,000 1.4 

戸田建設株式会社 東京都中央区 25,000 1.4 

計 ― 1,840,000 100.0 

（注）株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第２位を四捨五入しております。 
 

 

（８）【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

2025 年９月 30 日現在 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） 160,000 ― ― 

完全議決権株式（その他） 
普通株式 

1,840,000 
18,400 

権利内容に何ら限定のない当社に

おける標準となる株式であり、単

元株式数は 100 株であります。 

単元未満株式 ― ― ― 

発行済株式総数 2,000,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 18,400 ― 
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② 【自己株式等】 

2025 年９月 30 日現在 

所有者の氏名又

は名称 
所有者の住所 

自己名義所有株

式数（株） 

他人名義所有株

式数（株） 

所有株式数の合

計（株） 

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合

（％） 

株式会社 

サポート 

東京都台東区台東

四丁目 24 番 8 号 
160,000 ― 160,000 8.0 

計 ― 160,000 ― 160,000 8.0 

 

（９）【ストックオプション制度の内容】 

    該当事項はありません。 

 

 

２ 【自己株式の取得等の状況】 
 

【株式等の種類】 

   会社法第 155 条第３号に基づく普通株式の取得 

 

（１）【株主総会決議による取得の状況】 

    該当事項はありません。 

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】 

    該当事項はありません。 

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

    該当事項はありません。 

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

区分 
当連結会計年度 当期間 

株式数(株) 処分価額の総額(円) 株式数(株) 処分価額の総額(円) 

引き受ける者の募集

を行った取得自己株

式 

― ― ― ― 

消却の処分を行った

取得自己株式 
― ― ― ― 

合併、株式交換、会

社分割に係る移転を

行った取得自己株式 

― ― ― ― 

その他 ― ― ― ― 

保有自己株式 160,000 ― 160,000 ― 
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３ 【配当政策】 
当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題と位置付けており、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロ

ーの状態や今後の事業計画等を十分に勘案しながら利益還元策を決定することを基本方針としております。当社は当期

純利益を計上しておりますが、当社は現状成長過程にあると考えており、内部保留の充実、企業体質の強化を図り、よ

り一層の事業拡大を目指すことが、株主の皆様に対する最大の利益還元に繋がると考えております。 

以上により、現時点においては今後の配当実施の可能性及び実施時期等については未定であります。 

なお、剰余金の配当を行う場合には、年 1 回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会でありま

す。また、中間配当は取締役会決議で行うことができる旨を定款に定めております。 

 

 

４ 【株価の推移】 
 （１）【最近３年間の事業年度別最高・最低株価】 

回次 第 30 期 第 31 期 第 32 期 

決算年月 2023 年９月 2024 年９月 2025 年９月 

最高（円） ― 382 ― 

最低（円） ― 382 ― 

（注）１．最高・最低株価は東京証券取引所（TOKYO PRO Market）におけるものであります。 

   ２．当社株式は、2024 年７月 17 日に東京証券取引所（TOKYO PRO Market）に上場しております。それ以前の株価

について該当事項はありません。 

   ３．第 32 期については売買実績はありません。 

 

 （２）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

月別 2025 年４月 2025 年５月 2025 年６月 2025 年７月 2025 年８月 2025 年９月 

最高（円） ― ― ― ― ― ― 

最低（円） ― ― ― ― ― ― 

（注）１．最高・最低株価は東京証券取引所（TOKYO PRO Market）におけるものであります。 

   ２．当社株式は、2024 年７月 17 日に東京証券取引所（TOKYO PRO Market）に上場しております。それ以前の株価

について該当事項はありません。 

   ３．2025 年４月から 2025 年９月について売買実績はありません。 
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５ 【役員の状況】 
男性６名、女性 ―名（役員のうち女性の比率 ―％） 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 報酬 
所有株式

数(株) 

代表 

取締役 

社長 

― 鈴木 敦司 
1973 年 

1 月 26 日 

1997 年 10 月 昭和(株)入社 

(注)２ (注)４ 1,490,000 

2011 年 8 月 当社入社 

2013 年 10 月 当社取締役就任 

2015 年 10 月 

2016 年 6 月  

当社専務取締役就任 

(株)共同利用支援センター取締役就任(現任)  
2017 年 3 月 (株)J to w 監査役就任 

2017 年 6 月 

2023 年 12 月 

2025 年 6 月 

  

当社代表取締役専務就任 

当社代表取締役社長就任(現任) 

富士エンジニアリング(株)代表取締役社長就

任(現任) 

取締役 

副社長 

事業

推進 

部長 

佐藤 清文 
1962 年 

3 月 3 日 

1986 年 4 月 (株)豊栄土地開発入社 

(注)２ (注)４ 150,000 

1987 年 4 月 ウエルズ・コンチネンタル・インベストメン

トコープ出向 

1989 年 10 月 三菱地所住宅販売(株) (現三菱地所リアルエ

ステートサービス(株))入社 

1990 年 9 月 アーサーアンダーセンロサンゼルス支店出向 

1991 年 9 月 三菱地所住宅販売(株) (現三菱地所リアルエ

ステートサービス(株))帰任 

1995 年 8 月 当社入社 

2005 年 11 月 

2011 年 4 月 

2013 年 6 月  

当社取締役就任 

(株)共同利用支援センター取締役就任 

(株)共同利用支援センター代表取締役就任 

2013 年 7 月 

2023 年 12 月 

2025 年 6 月  

当社代表取締役就任 

当社取締役副社長就任(現任) 

富士エンジニアリング(株)取締役就任(現任) 

専務 

取締役 

事業 

計画 

部長  

鎌滝 裕司 
1974 年 

12 月 12 日 

1997 年 4 月 昭和(株)入社 

(注)２ (注)４ 50,000 

2006 年 1 月 当社入社 

2015 年 10 月 当社取締役就任 

2016 年 10 月 

2023 年 12 月 

2025 年 6 月  

当社常務取締役就任 

当社専務取締役就任(現任) 

富士エンジニアリング(株)取締役就任(現任) 

取締役 

事業 

企画 

部長 

井上 雅史 
1976 年 

1 月 25 日 

1999 年 4 月 昭和(株)入社 

(注)２ (注)４ ― 
2012 年 3 月 

2016 年 10 月 

当社入社 

当社事業企画部長就任 

2023 年 12 月 当社取締役就任(現任) 

取締役 

管理

部長

兼 

財務 

部長 

横川 昇 
1960 年 

8 月 21 日 

1984 年 4 月 (株)北國銀行入社 

(注)２ ― ― 

1989 年 10 月 日本アイ・ビー・エム(株)入社 

2007 年 9 月 (株)三井住友銀行入社 

2019 年 9 月 ビッグ総合開発(株)入社 

2020 年 10 月 

2023 年 8 月 

2025 年 4 月 

2025 年 9 月 

2025 年 12 月 

  

京浜電設(株)入社 

東洋通信工業(株)入社 

当社入社管理部副部長就任 

当社財務部長就任(現任) 

当社取締役就任(現任) 

当社管理部長就任(現任)  

監査役 ― 佐藤 一宏 
1961 年 

9 月 29 日 

1980 年 4 月 丸一鋼管(株)市川工場入社 

(注)３ (注)４ ― 

1987 年 9 月 小林会計事務所(現小林関根合同税理士法人) 

入社 

2001 年 4 月 小林法律事務所入社 

2005 年 6 月 小林会計事務所(現小林関根合同税理士法人) 

入社(現任) 

2021 年 11 月 

2025 年 6 月  

当社監査役就任(現任) 

富士エンジニアリング(株)監査役就任(現任) 

計 1,690,000 

(注)  １．監査役佐藤一宏は、社外監査役であります。 

２．取締役の任期は、2025 年 12 月開催の定時株主総会の時から 2027 年９月期に係る定時株主総会終結の時まで

であります。 

３．監査役の任期は、2024 年４月開催の臨時株主総会の時から 2027 年９月期に係る定時株主総会終結の時まで

であります。 

４．2025 年９月期における役員報酬の総額は、115,500 千円を支給しております。 
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】 
(１)【コーポレート・ガバナンスの状況】 

  ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、｢想いを結び明日へつなぐまちづくり｣という経営理念に基づいてまちづくりコンサルタントとしての事

業活動を行っております。また、株主の皆さまやお客様をはじめとするステークホルダーから信頼される企業であ

り続けるとともに、持続的な企業価値の向上を目指すことをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針と考えてお

ります。これらを実現するために、経営環境の変化に的確に対処し、迅速な意思決定を行うための組織体制の整備

や経営の執行及び監督機能の充実を図り、適切な情報の開示と説明責任の遂行に努めることにより、経営の公正

性・透明性を確保し、企業としての社会的責任を果たしたいと考えております。 

 

  ②会社の機関の内容およびコーポレート・ガバナンス体制について 

1) 取締役会 

当社の取締役会は、５名の取締役で構成されております。取締役会は、法令、定款及び株主総会決議に基づ

き、職務権限規程、取締役会規程その他の当社諸規定等の会社運営の基本となる諸基準を整備し、取締役の職

務執行の適正性及び効率性を確保しております。なお、定例取締役会が毎月 1 回、その他必要に応じて臨時取

締役会が開催され、経営に関する重要事項を決定しております。取締役は、会社の業務執行状況を取締役会に

報告するものとしており、これをもとに取締役会は取締役の職務執行を監督しております。 

 

2) 監査役 

当社は監査役制度を採用しており、１名で構成されております。監査役は監査役監査基準に基づき、取締役

の業務執行状況を適正に監査しております。また、監査役は取締役会に出席し、取締役の職務の執行状況を監

査するとともに、適宜必要な意見を述べております。 

 

3) 内部監査 

当社の内部監査は内部監査責任者を管理部長、内部監査担当者を管理部員とし、内部監査規程及び内部監査

計画書に基づき、各部門の業務に関する監査を実施しております。管理部門への内部監査は事業部門の内部監

査担当者が実施しております。監査結果は、代表取締役及び被監査部門に報告されるとともに、必要に応じて

被監査部門に改善指示を行い、改善状況を継続的に確認することとしております。 

 

4) 会計監査 

当社はふじみ監査法人と監査契約を締結し、独立した立場から「特定上場有価証券に関する有価証券上場規

程の特例」第 128 条第３項の規定に基づき監査を受けております。なお 2025 年９月期において監査を執行し

た公認会計士は濱島能文氏、淡路洋平氏の２名であり、いずれも継続監査年数は７年以内であります。また当

該監査業務にかかる補助者は公認会計士３名であります。なお当社と監査に従事する公認会計士及びその補助

者との間には特別の利害関係はありません。 

 

 

5) 当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、次のとおりです。 

 
株主総会 

監査法人 

監査役 
監査 

連携 

連携 

連携 

会計監査 

選任・解任 

弁護士他 
外部専門家 

指導・助言 

監査 

報告 

指示 

内部監査担当 

各部門及び連結子会社 

取締役会 

代表取締役 

選任・解任  報告 

報告

  

報告 指示

 

選定・解職・

監督 
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  ③内部統制システムの整備の状況について 

当社は、職務権限規程の遵守により、業務を合理的に分担することで、特定の組織並びに特定の担当者に業務や

権限が集中することを回避し、内部牽制機能が適切に働くよう努めております。 

 

  ④社外取締役および社外監査役との関係について 

当社は社外監査役１名を選任しております。社外監査役は、経営に対する監視、監督機能を担っております。 

社外監査役佐藤氏は、当社との間には人的関係、資本的関係、または、取引関係その他の利害関係はありません。 

当社は社外取締役の重要性については認識しておりますが、当社の経営規模、体制を総合的に勘案すると、ガバ

ナンスは適正に構築、運用されていることを踏まえ、社外取締役を設置しておりません。 

なお、当社は、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準または方針について特段の定めはありません

が、選任に際しては客観的、中立の経営監視機能が十分に発揮されるよう、取引関係等を考慮した上で、選任を行

っております。 

 

⑤リスク管理体制の整備の状況 

当社はリスク管理担当役員として管理部門管掌取締役がこれに当たり、年１回以上、取締役会に対しリスク管理

の状況について報告をしております。また、必要に応じて外部専門家からアドバイスを受ける体制をとっておりま

す。 

 

⑥役員報酬の内容 

役員区分 
報酬等の 

総額(千円) 

報酬等の種類別の総額(千円) 

対象となる役

員の員数(人) 基本報酬 賞与 
ストック 

オプション 

取締役 111,375 81,000 30,375 ― ５ 

監査役(社外監査役を除く) ― ― ― ― ―  

社外役員 4,125 3,000 1,125 ― １ 

 

⑦支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

支配株主との取引が発生する場合には、取締役会にて当該取引の必要性、取引条件の妥当性等を十分に検討する

ことで、少数株主の利益を害することのないように対応する方針です。 

 

⑧取締役及び監査役の定数 

当社の取締役は８名以内、監査役は３名以内とする旨を定款で定めております。 

 

⑨取締役の選任決議要件 

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。 

 

⑩株主総会の特別決議要件 

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第 309 条第２項に定める株主総会の特別決議要件について定

款に別段に定める場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席

し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款で定めております。 

 

⑪取締役及び監査役の責任免除 

当社は、会社法第 423 条第１項の行為に関する取締役の責任について、当該取締役が職務を行うにつき善意でか

つ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該取締役の職務の執行の状況その他の事情

を勘案して特に必要と認めるとき等法令に定める要件に該当する場合には、会社法第 425 条第１項に定める範囲で

取締役会の議決により免除することができる旨を定款に定めております。 

 

⑫自己株式の取得 

当社は、会社法第 165 条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨

を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取

引等 により自己の株式を取得することを目的とするものであります。 

 

⑬中間配当に関する事項 

当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第 454 条第５項の定めに基づき、取締役会の決議

により中間配当をすることができる旨を定款に定めております。 
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(２)【監査報酬の内容等】 

①【監査法人に対する報酬の内容】 

区分 

最近連結会計年度 

監査証明業務に基づく報酬(千円) 非監査業務に基づく報酬(千円) 

発行者 7,900 ― 

連結子会社 ― ― 

計 7,900 ― 

 

②【その他重要な報酬の内容】 

    該当事項はありません。 

 

③【監査法人の発行者に対する非監査業務の内容】 

    該当事項はありません。 

 

④【監査報酬の決定方針】 

    当社の規模、業務の特性、監査時間を勘案して、監査報酬を決定しております。
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第６ 【経理の状況】 
 
１ 連結財務諸表の作成方法について 

（１）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1976 年大蔵省令第 28

号）に基づいて作成しております。 

（２）当社の連結財務諸表は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の施

行規則」第 116 条第３項で認められた会計基準のうち、我が国において一般的に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して作成しております。 

（３）当社は、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、比較情報を記載しておりません。 

 

２ 監査証明について 

当社は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第 128 条第３項の規

定に基づき、当連結会計年度（2024 年 10 月１日から 2025 年９月 30 日まで）の連結財務諸表について、ふじみ監

査法人の監査を受けております。 
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【連結財務諸表等】 

（１）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

 

 （単位：千円） 

 
当連結会計年度 

（2025年９月30日） 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 ※２ 356,166 

売掛金 1,403,449 

未成業務支出金 83,632 

販売用不動産 ※２ 151,720 

前渡金 171,867 

その他 8,496 

流動資産合計 2,175,332 

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物（純額） 29,798 

その他（純額） 23,921 

有形固定資産合計 ※１  53,720 

無形固定資産 21,875 

投資その他の資産  

繰延税金資産 23,321 

その他 105,462 

投資その他の資産合計 128,784 

固定資産合計 204,379 

資産合計 2,379,712 
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 （単位：千円） 

 
当連結会計年度 

（2025年９月30日） 

負債の部  

流動負債  

買掛金 255,628 

短期借入金 ※２ 153,400 

１年内返済予定の長期借入金 ※２ 278,230 

未払法人税等 111,864 

契約負債 154,949 

その他 87,376 

流動負債合計 1,041,449 

固定負債  

長期借入金 ※２ 443,306 

その他 12,216 

固定負債合計 455,523 

負債合計 1,496,972 

純資産の部  

株主資本  

資本金 30,000 

資本剰余金 6,181 

利益剰余金 850,359 

自己株式 △3,801 

株主資本合計 882,740 

純資産合計 882,740 

負債純資産合計 2,379,712 
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】 

【連結損益計算書】 

 （単位：千円） 

 

当連結会計年度 

（自 2024年10月１日 

至 2025年９月30日） 

売上高 1,759,600 

売上原価 902,135 

売上総利益 857,465 

販売費及び一般管理費 ※１ 537,668 

営業利益 319,796 

営業外収益  

受取利息 293 

受取保険料 3,117 

その他 33 

営業外収益合計 3,444 

営業外費用  

支払利息 8,402 

その他 361 

営業外費用合計 8,764 

経常利益 314,477 

特別損失  

固定資産除却損 3,166 

特別損失合計 3,166 

税金等調整前当期純利益 311,310 

法人税、住民税及び事業税 111,568 

法人税等調整額 △14,409 

法人税等合計 97,159 

当期純利益 214,150 

親会社株主に帰属する当期純利益 214,150 
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【連結包括利益計算書】 

 （単位：千円） 

 

当連結会計年度 

（自 2024年10月１日 

至 2025年９月30日） 

当期純利益 214,150 

包括利益 214,150 

（内訳）  

親会社株主に係る包括利益 214,150 
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③【連結株主資本等変動計算書】 

当連結会計年度（自 2024年10月１日 至 2025年９月30日） 

                                                                                    （単位：千円）  

 
株主資本 

純資産合計 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 30,000 6,181 635,868 △3,801 668,249 668,249 

当期変動額       

親会社株主に帰属する

当期純利益 
  214,150  214,150 214,150 

子会社の新規連結に伴

う剰余金増加高 
  340  340 340 

当期変動額合計 ― ― 214,491 ― 214,491 214,491 

当期末残高 30,000 6,181 850,359 △3,801 882,740 882,740 
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

 （単位：千円） 

 

当連結会計年度 

（自 2024年10月１日 

至 2025年９月30日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益 311,310 

減価償却費 13,203 

受取利息及び受取配当金 △293 

支払利息 8,402 

固定資産除却損 3,166 

売上債権の増減額（△は増加） △399,825 

未成業務支出金の増減額（△は増加） △34,976 

販売用不動産の増減額（△は増加） △151,555 

前渡金の増減額（△は増加） △171,867 

仕入債務の増減額（△は減少） 73,205 

契約負債の増減額（△は減少） 150,586 

その他 △6,087 

小計 △204,731 

利息及び配当金の受取額 293 

利息の支払額 △8,402 

法人税等の支払額 △80,017 

営業活動によるキャッシュ・フロー △292,857 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の純増減額（△は増加） 38,996 

有形固定資産の取得による支出 △40,481 

無形固定資産の取得による支出 △4,530 

投資有価証券の取得による支出 △11,733 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 ※２  33,237 

敷金・保証金の差入による支出 △36,870 

その他 △4,026 

投資活動によるキャッシュ・フロー △25,406 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 123,400 

長期借入れによる収入 533,000 

長期借入金の返済による支出 △173,816 

その他 △1,718 

財務活動によるキャッシュ・フロー 480,865 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 162,601 

現金及び現金同等物の期首残高 135,851 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 669 

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 299,121 

 
  



― 33 ― 

【注記事項】 
（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項） 

１． 連結の範囲に関する事項 

    すべての子会社を連結しております。 

    連結子会社の数   ２社 

    連結子会社の名称  株式会社共同利用支援センター、富士エンジニアリング株式会社 

当社は、非連結子会社であった株式会社共同利用支援センターについて、その財務上の重要性が増したことを踏ま

え、当連結会計年度の期末より連結の範囲に含めております。 

なお、当連結会計年度は貸借対照表のみを連結しております。 

また、2025 年６月５日付で富士エンジニアリング株式会社の全株式を取得し子会社化したことに伴い、当連結会

計年度より同社を連結の範囲に含めております。 

なお、2025 年７月 31 日をみなし取得日としており、かつ連結決算日との差異が３ヶ月を超えないことから、当連

結会計年度は貸借対照表のみを連結しております。 

 

２． 持分法の適用に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３． 連結子会社の事業年度等に関する事項 

    連結子会社である株式会社共同利用支援センターの決算日は、連結決算日と一致しております。また、連結子会社

である富士エンジニアリング株式会社の決算日は７月 31 日であります。 

 

４． 会計方針に関する事項 

（１）重要な資産の評価基準及び評価方法 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 

  市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。 

 

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法 

未成業務支出金 

個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採

用しております。 

販売用不動産 

個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採

用しております。 

 

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産(リース資産を除く) 

定率法を採用しております。 

  ただし、1998 年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに 2016 年４月１日以降に取得した建物

附属設備及び構築物については定額法を採用しております。 

   主な耐用年数は以下の通りです。 

    建物及び構築物        15～22 年 

        

②無形固定資産 

  定額法を採用しております。 

  主な償却年数は以下の通りです。 

   ソフトウエア     ５年 

           

③リース資産 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産 

  リース期間を耐用年数として残存価額を零とする定額法を採用しております。  

 
（３） 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

② 受注損失引当金 

受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における受注契約のうち損失の発生が見込まれ、

かつ、その金額を合理的に見積もることができる受注契約について損失見込額を計上しております。 
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（４）重要な収益及び費用の計上基準 

当社の事業は建設コンサルタントを単一セグメントとしております。これらのサービスについては、測量、調

査、設計などの作業を行い、それらのデータを用いて報告書や図書を納品することにより履行義務を充足する場

合と、土地区画整理組合の事務局運営のように一定の期間にわたり履行義務が充足される場合があります。 

したがいまして、測量、調査、設計などの業務においては、最終成果物を納品した時点（契約期間の途中にお

いて出来高による支払いが定められている場合は、出来高検査が完了した時点）で履行義務が充足されるため、

収益の認識については、顧客へのサービス等支配移転のタイミングである納品時点とし、事務局運営などの業務

については、履行期間の進捗度に基づき収益を認識しております。 

また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができず、発生した費用を回収することが見込まれ

る場合は、原価回収基準により収益を認識しております。 

なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合に

ついては代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益

を認識しております。 

 
（５） のれんの償却方法及び償却期間 

現時点では確定していません。 

 
（６）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得

日から 3 ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。 

 

 
（重要な会計上の見積り） 

１. 繰延税金資産の回収可能性 

(１)連結貸借対照表に計上した金額 

 
当連結会計年度 

(2025 年９月 30 日) 

繰延税金資産 23,321 千円 

 

(２)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 

    繰延税金資産については、将来の事業計画に基づき課税所得を合理的に見積り、回収可能性があると判断した将

来一時差異等について繰延税金資産を計上しております。 

    課税所得の見積りについては、事業環境等を考慮した事業計画を基礎としておりますが、将来において課税所得

の見積りの基礎となる事業環境等の変化により、課税所得の見積りに変化が生じた場合は、将来における一時差異

等の解消金額や繰延税金資産の計上額が変動する可能性があります。 

 

 

（未適用の会計基準） 

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第 34 号 2024 年９月 13 日 企業会計基準委員会） 

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 33 号 2024 年９月 13 日 企業会計基準委員会）等 

 

（１） 概要 

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリ

ースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が

行われ、基本的な方針として、ＩＦＲＳ第 16 号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、ＩＦＲＳ第 16 号の全

ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつＩＦＲＳ第

16 号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されまし

た。 

借手の会計処理として、借手のリース費用配分の方法については、ＩＦＲＳ第 16 号と同様に、リースがファイナ

ンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減

価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。 

 

（２） 適用年月日 

2028 年９月期の期首から適用します。 

 

（３） 当該会計基準等の適用による影響 

「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中でありま

す。 
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（連結貸借対照表関係） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 
当連結会計年度 

(2025 年９月 30 日) 

有形固定資産の減価償却累計額 63,215 千円 

計 63,215 千円 

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

 
当連結会計年度 

(2025 年９月 30 日) 

定期預金 57,044 千円 

販売用不動産 151,555 千円 

計 208,599 千円 

 

    担保付債務は以下のとおりであります。 

 
当連結会計年度 

(2025 年９月 30 日) 

短期借入金 55,400 千円 

１年内返済予定長期借入金 163,088 千円 

長期借入金 162,322 千円 

計 380,810 千円 

 

 

（連結損益計算書関係） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 

当連結会計年度 

(自 2024 年 10 月１日 

  至 2025 年９月 30 日) 

役員報酬等 115,500 千円 

給与手当 118,092 千円 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度 (自 2024 年 10 月１日 至 2025 年９月 30 日) 

１． 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 
当連結会計年度 

期首株式数(株) 

当連結会計年度 

増加株式数(株) 

当連結会計年度 

減少株式数(株) 

当連結会計年度 

株式数(株) 

普 通 株 式 2,000,000 － － 2,000,000 

合 計 2,000,000 － － 2,000,000 

 

２． 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 
当連結会計年度 

期首株式数(株) 

当連結会計年度 

増加株式数(株) 

当連結会計年度 

減少株式数(株) 

当連結会計年度 

株式数(株) 

普 通 株 式 160,000 － － 160,000 

合 計 160,000 － － 160,000 

 

３． 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４． 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係は、次のとおりでありま

す。 

 

当連結会計年度 

(自  2024 年 10 月１日 

至  2025 年９月 30 日) 

現金及び預金 356,166 千円 

預入期間が３か月を超える定期預金 △57,044 千円 

現金及び現金同等物 299,121 千円 

 

※２ 当連結会計年度に株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳 

   株式の取得により新たに富士エンジニアリング株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳な

らびに同社株式の取得価額と同社取得による収入（純額）との関係は、次のとおりであります。 

 

流動資産               112,658 千円 

固定資産                 6,572 千円 

のれん                 5,134 千円 

流動負債               △22,395 千円 

固定負債               △47,010 千円 

同社株式の取得価額           54,960 千円 

同社の現金及び現金同等物        88,197 千円 

差引：同社株式取得による収入      33,237 千円 

 

 

（リース取引関係） 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 
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（金融商品に関する注記） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(１)金融商品に関する取組方針 

    当社は資金運用については短期的な預金等に限定し、また資金調達については銀行等金融機関からの借入によって

行っております。 

 

(２)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

    現金及び預金は全て円建てであり、預金の大半が要求払預金であります。営業債権である売掛金は顧客の信用リス

クに晒されております。当該リスクに関しては、相手先の信用状況を定期的に把握し、取引先ごとの期日管理を行っ

ております。 

    投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の非上場株式であり、時価又は実質価額が取得原価を下回るリス

クが存在しますが、発行体企業の財政状況等の把握により、時価又は実質価額の下落への対応を図っております。 

買掛金等は全て 1 年以内の支払期日であります。借入金及びリース債務は、運転資金及び設備投資に係る資金調

達を目的としたものであり、流動性リスクに晒されていますが、担当部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するな

どの方法により流動性リスクを管理しております。 

 

(３)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

    金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該

価額が変動することがあります。 

 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

 

当連結会計年度 (自 2024 年 10 月１日 至 2025 年９月 30 日) 

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 

   
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

時価 

(千円) 

差額 

(千円) 

(１) 投資有価証券（※２） 11,733 8,545 △3,187 

(２) 長期借入金(１年内返済予定を含む) 721,536 716,132 △5,404 

（※１）現金は注記を省略しており、預金、売掛金、買掛金、未払金、短期借入金は、短期間で決済されるため時

価が帳簿価額と近似するものであることから、記載を省略しております。 

（※２）投資有価証券は、連結貸借対照表の投資その他の資産の「その他」に含まれております。 

 

(注１)金銭債権の決算日後の償還予定額 

 １年以内 

(千円) 

１年超５年以内 

(千円) 

５年超 10 年以内 

(千円) 

10 年超 

(千円) 

現金及び預金 356,166 ― ― ― 

売掛金 950,813 452,636 ― ― 

合計 1,306,979 452,636 ― ― 

 

(注２) 短期借入金、長期借入金の決算日後の返済予定額 

 １年以内 

(千円) 

１年超 

２年以内 

(千円) 

２年超 

３年以内 

(千円) 

３年超 

４年以内 

(千円) 

４年超 

５年以内 

(千円) 

５年超 

(千円) 

短期借入金 153,400 ― ― ― ― ― 

長期借入金 278,230 174,201 129,200 84,832 53,313 1,760 
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

 金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類してお

ります。 

 

 レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対

象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 

 レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るイン

プットを用いて算定した時価 

 レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベ

ルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

 

時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

当連結会計年度 (自 2024 年 10 月１日 至 2025 年９月 30 日) 

区分 
時価（千円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

(１)投資有価証券 ― 8,545 ― 8,545 

(２)長期借入金 ― 716,132 ― 716,132 

 （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

     投資有価証券 

      株式形態のゴルフ会員権は、業者間の取引相場価格等を用いて評価しており、レベル２の時価に分類しており

ます。 

     長期借入金 

     長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入または新規リース取引を行った場合に想定さ

れる利率で割り引いて計算しており、レベル２の時価に分類しております。 

 
 

（有価証券関係） 

 重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

 該当事項はありません。 

 

 

（退職給付関係） 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 

 

（ストック・オプション等関係） 

 該当事項はありません。 
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（税効果会計関係） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 当連結会計年度 

(2025 年９月 30 日) 

繰延税金資産  

 未払事業税 11,917 千円 

 未成業務支出金評価損 3,456 千円 

 子会社株式取得関連費用 6,371 千円 

 未払金 4,270 千円 

 一括償却資産 2,617 千円 

その他 3,575 千円 

繰延税金資産小計 32,209 千円 

 評価性引当額 △8,887 千円 

繰延税金資産合計 23,321 千円 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要

な項目別の内訳 

 当連結会計年度 

(2025 年９月 30 日) 

法定実効税率 34.59% 

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.43% 

住民税均等割 0.35% 

軽減税率による差異 △0.23% 

法人税の特別控除額 △6.26% 

評価性引当額増減 0.57% 

その他 △0.23% 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 31.21% 

 
３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

 「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第 13 号）が 2025 年３月 31 日に国会で成立したことに伴い、2026

年４月１日以後開始する連結会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。 

 これに伴い、2026 年 10 月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰

延税金負債については、法定実効税率を 34.59％から 35.43％に変更し計算しております。 

 なお、この税率変更による影響は軽微であります。 

 

 

（企業結合等関係） 

 （取得による企業結合） 

１．企業結合の概要 

（１） 被取得企業の名称及びその事業の内容 

   被取得企業の名称   富士エンジニアリング株式会社 

   事業の内容      建設コンサルタント事業 

 

（２） 企業結合を行った主な理由 

   当社は、関東地方を中心に土地区画整理事業を主とした建設コンサルタント事業を展開しております。近年 

では、関東地方及び中部地方における実績が積み上がってきたことから、中部以西の市場拡大への取り組みを

進めてきており、これまでに関西地方や中国地方においても事業を展開してまいりました。 

富士エンジニアリング株式会社は、1969 年の設立以来、名古屋圏内で積み上げてきた長年の実績に基づく土

木設計業務の受注を強みとしており、建設コンサルタントとして、行政や企業との協議調整をはじめ、調査・

計画・測量・設計等の業務を中心に事業を展開しております。 

富士エンジニアリング株式会社の子会社化によって、生産ネットワークの充実や事業規模の拡大、収益源の

多様化に加え、技術及びノウハウの共有による企業価値の向上に繋がると考えております。 

 

（３） 企業結合日 

   2025 年６月５日（株式取得日） 

   2025 年７月 31 日（みなし取得日） 
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（４） 企業結合の法的形式 

   現金を対価とする株式取得 

 

（５） 結合後企業の名称 

   変更はありません。 

 

（６） 取得した議決権比率 

   100% 

 

（７） 取得企業を決定するに至った主な根拠 

   当社が現金を対価として株式を取得したことによるものです。 

 

２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間 

   2025 年７月 31 日をみなし取得日としており、かつ連結決算日との差異が３ヶ月を超えないことから、当連結会計

年度は貸借対照表のみを連結しております。 

 

３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの金額 

取得の対価        現金    54,960 千円 

取得原価               54,960 千円 

 

４．主要な取得関連費用の内容及び金額 

   アドバイザリー費用等    17,981 千円 

 

５．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

（１） 発生したのれんの金額 

5,134 千円 

 

（２） 発生原因 

取得原価が企業結合日における時価純資産を上回ったため、その差額をのれんとして認識しております。 

 

（３） 償却方法及び償却期間 

投資効果の発現する期間にわたって均等償却する予定です。なお、償却期間については算定中です。 

 

６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

流動資産               112,658 千円 

固定資産                 6,572 千円 

資産合計               119,231 千円 

流動負債                22,395 千円 

固定負債                47,010 千円 

負債合計                69,405 千円 

 

７．企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影

響の概算額及びその算定方法 

  当連結会計年度における概算額の算定が困難であるため、記載しておりません。 

 
 
（資産除去債務関係） 

 重要性が乏しいため、記載を省略しております。  
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（収益認識関係） 

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

（単位：千円） 

 
当連結会計年度 

(自  2024 年 10 月１日 

  至  2025 年９月 30 日) 

調査設計業務 1,451,638 

事務局等運営業務 307,962 

顧客との契約から生じる収益 1,759,600 

外部顧客への売上高 1,759,600 

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 

   「注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）４．会計方針に関する事項（４）重要な収益及び費

用の計上基準」に記載のとおりであります。 

    

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末

において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報 

 

① 契約資産及び契約負債の残高等 

（単位：千円） 

 
当連結会計年度 

(自  2024 年 10 月１日 

  至  2025 年９月 30 日) 

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 995,380 

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 1,403,449 

契約負債（期首残高） － 

契約負債（期末残高） 154,949 

    契約負債は、主に顧客からの前受金であります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。 

当連結会計年度において契約負債が 154,949 千円増加した理由は、前受金の増加によるものであります。 

 

② 残存履行義務に配分した取引価格 

当初に予想される契約が１年以内の契約のため、記載を省略しております。  

 



― 42 ― 

（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

 当連結会計年度（自 2024 年 10 月１日 至 2025 年９月 30 日） 

 当社グループは、建設コンサルタント事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

【関連情報】 

当連結会計年度（自 2024 年 10 月１日 至 2025 年９月 30 日） 

１. 製品及びサービスごとの情報 

   製品及びサービスごとの情報は、「注記事項（収益認識関係）」に記載のとおりであります。 

 

２. 地域ごとの情報 

（１）売上高 

   本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の 90%を超えるため、記載を省略しております。 

 

（２）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の 90%を超えるため、記載を省

略し ております。 

 

３. 主要な顧客ごとの情報 

（単位：千円） 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

戸田建設(株) 588,963 建設コンサルタント事業 

大和ハウス工業(株) 296,330 建設コンサルタント事業 

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

当連結会計年度（自 2024 年 10 月１日 至 2025 年９月 30 日） 

 該当事項はありません。 

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

当連結会計年度（自 2024 年 10 月１日 至 2025 年９月 30 日） 

 当社グループは、建設コンサルタント事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

当連結会計年度（自 2024 年 10 月１日 至 2025 年９月 30 日） 

 該当事項はありません。 

 

【関連当事者情報】 

当連結会計年度（自 2024 年 10 月１日 至 2025 年９月 30 日） 

１. 関連当事者との取引 

 該当事項はありません。 

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

 該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

 

当連結会計年度 

(自  2024 年 10 月１日 

至  2025 年９月 30 日) 

１株当たり純資産額 479 円 75 銭 

１株当たり当期純利益 116 円 39 銭 

(注) １．当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度の数値は記載しておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 

当連結会計年度 

(自  2024 年 10 月１日 

至  2025 年９月 30 日) 

親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) 214,150 

普通株主に帰属しない金額(千円) － 

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 214,150 

普通株式の期中平均株式数(株) 1,840,000 

 

 

 （重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 
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⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

    該当事項はありません。 

 
【借入金等明細表】 

区分 
当期首残高 

(千円) 

当期末残高 

(千円) 

平均利率 

(％) 
返済期限 

短期借入金 － 153,400 1.52 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 － 278,230 1.46 ― 

１年以内に返済予定のリース債務 － 1,066 2.86 ― 

長期借入金 

(１年以内に返済予定のものを除く) 
－ 443,306 1.31 2026 年～2030 年 

リース債務 

(１年以内に返済予定のものを除く) 
－ 4,362 2.86 2026 年～2030 年 

合計 － 880,365   

(注) １．当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、当期首残高は記載しておりません。 

２．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

    ３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日以降５年以内における１年ごとの返済

予定額の総額 

区分 
１年超２年以内 

(千円) 

２年超３年以内 

(千円) 

３年超４年以内 

(千円) 

４年超５年以内 

(千円) 

長期借入金 174,201 129,200 84,832 53,313 

リース債務 1,095 1,124 1,155 986 

 
【資産除去債務明細表】 

    重要性が乏しいため、記載を省略しております。 
 

（２）【主な資産及び負債の内訳】 

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

（３）【その他】 

該当事項はありません。 
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第７ 【外国為替相場の推移】 

該当事項はありません。 
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第８ 【発行者の株式事務の概要】 

事業年度 毎年 10 月１日から翌年９月 30 日まで 

定時株主総会 毎事業年度終了後３ヶ月以内 

基準日 毎年９月 30 日 

株券の種類 ― 

剰余金の配当の基準日 
毎年３月 31 日 

毎年９月 30 日 

１単元の株式数 100 株 

株式の名義書換  

  取扱場所 ― 

  株主名簿管理人 ― 

  取次所 ― 

  名義書換手数料 ― 

  新券交付手数料 ― 

単元未満株式の買取り  

  取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目３番２号 

株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 

  株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目３番２号 

株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 

  取次所 ― 

  買取手数料 無料 

公告掲載方法 

当社の公告方法は、電子公告としております。 

ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができな

い場合は、日本経済新聞に掲載して行うこととしております。 

当社の公告掲載 URL は次のとおりです。 

公告掲載 URL：https://support-corp.jp/ 

株主に対する特典 該当事項はありません。 

(注)当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に

定めております。 

(１)会社法第 189 条第２項各号に掲げる権利 

(２)会社法第 166 条第１項の規定による請求をする権利 

(３)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 
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第二部 【特別情報】 

第１ 【外部専門家の同意】 

該当事項はありません。 

 

 

 






